
『給与奉行』で算定基礎を行う際に、４月～６月の算定対象期間中に [ 社員情報登録 ]
メニューの [ 社会保険 ] ページで「パート区分」が途中で変更された場合は、

『給与奉行』で、修正作業が必要になります。

　　　

          
 

該当するパターンの対処方法を行ってください。

　　    「対象（短時間）」⇒「対象外」　　　　　    ２ページ参照
　

　　    「対象外」⇒「対象（短時間）」　　　　　    ４ページ参照

 　　   「対象（パート）」⇒「対象（短時間）」　      ６ページ参照
  

                                             
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

                                                                                       

算定対象期間中に、 
　　　　　　「パート区分」が変更された場合
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Ａ

Ｂ
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　　　　　　　　　　　　　　 「対象外」の月の支払基礎日数が 17 日以上
4 4

ある場合
　　　　　　　　

＜例＞ ６月より「対象外」に変更した場合

４月 ５月 ６月

パート区分 対象（短時間） 対象（短時間） 対象外

支払基礎日数 11 日 11 日 17 日

通貨による額 150,000 円 150,000 円 300,000 円

＜対処方法＞

上記の例では、4 月・5 月も「対象（短時間）」の算定基礎の対象となる条件（支払基礎日数が

11 日以上）を満たしているため、４月から６月までの３ヵ月分が算定基礎の対象となります。

ただし『給与奉行』では、現在の社員情報のパート区分（「対象外」）によって判定されるため、

支払基礎日数が 17 日以上ある６月だけが算定基礎の対象となります。

したがって、以下のように届出用紙の場合は、「総計」「３月平均」「修正平均」（磁気媒体と電子申請

の場合は、「修正平均」だけ）を直接修正し、備考欄に変更月とパート区分の内容を追記して登録して

ください。

２／７

　　  「対象（短時間）」⇒「対象外」Ａ

届出用紙の場合は、４月・５月・６月の

合計額を「総計」に、平均額を「３月平均」

「修正平均」に直接入力します。

（磁気媒体と電子申請の場合は、平均額を

「修正平均」だけに直接入力します。）

『給与奉行』では、支払基礎日数が 17 日以上ある

６月だけが算定基礎の対象と判断されるため、

「総計」「３月平均」「修正平均」が６月の 300,000 円

になります。

 パターン１

備考欄で［備考 ...］ボタンをクリックし、

「その他」欄に変更月とパート区分の

内容を入力します。

※パート区分が「対象外」の場合は、「一般」

　と入力します。



３／７

届出用紙の場合は、４月・５月の合計額を

「総計」に、平均額を「３月平均」「修正平均」

に直接入力します。

（磁気媒体と電子申請の場合は、平均額を

「修正平均」だけに直接入力します。）

『給与奉行』では、「総計」「３月平均」「修正平均」が

「０円」になります。

　　　　　　　　　　　　　　「対象外」の月の支払基礎日数が 17 日未満
4 4

の場合

＜例＞ ６月より「対象外」に変更した場合

４月 ５月 ６月

パート区分 対象（短時間） 対象（短時間） 対象外

支払基礎日数 11 日 11 日 16 日

通過による額 150,000 円 150,000 円 300,000 円

＜対処方法＞

上記の例では、6 月が支払基礎日数が算定基礎の対象である 17 日以上に満たないため、算定基礎の

対象となる条件（「対象（短時間）」の場合は、支払基礎日数が 11 日以上）を満たしている、４月・

５月が算定基礎の対象になります。

ただし、『給与奉行』では現在の社員情報のパート区分（「対象外」）によって判定されるため、

算定基礎の対象となる月がないと判断され、「総計」「３月平均」「修正平均」が「０円」となります。

したがって、以下のように届出用紙の場合は、「総計」「３月平均」「修正平均」（磁気媒体と電子申請

の場合は、「修正平均」だけ）を直接修正し、備考欄に変更月とパート区分の内容を追記して登録して

ください。

 パターン２

備考欄で［備考 ...］ボタンをクリックし、

「その他」欄に変更月とパート区分の

内容を入力します。

※パート区分が「対象外」の場合は、「一般」

　と入力します。



４／７

　　　　　　　  　　　　　　 「対象外」の月の支払基礎日数が 17 日未満
4 4

の場合　　
　　　　　　　　

＜例＞ ６月より「対象（短時間）」に変更した場合

４月 ５月 ６月

パート区分 対象外 対象外 対象（短時間）

支払基礎日数 13 日 17 日 11 日

通貨による額 180,000 円 300,000 円 150,000 円

＜対処方法＞

上記の例では、4 月が算定基礎の対象となる条件（支払基礎日数が 17 日以上）を満たしていないため、

５月・６月の２ヵ月分が算定基礎の対象となります。

ただし『給与奉行』では、現在の社員情報のパート区分（「対象（短時間）」）によって判定されるため、

支払基礎日数が 11 日以上ある 4 月～ 6 月の３ヵ月分が算定基礎の対象となります。

したがって、以下のように届出用紙の場合は、「総計」「３月平均」「修正平均」（磁気媒体と電子申請

の場合は、「修正平均」だけ）を直接修正し、備考欄に変更月を追記して登録してください。

　　  「対象外」⇒「対象（短時間）」Ｂ

届出用紙の場合は、５月・６月の合計額を

「総計」に、平均額を「３月平均」「修正平均」

に直接入力します。

（磁気媒体と電子申請の場合は、平均額を

「修正平均」だけに直接入力します。）

『給与奉行』では、支払基礎日数が 11 日以上ある

４月～６月が算定基礎の対象と判断されるため、

４月～６月の「総計」が 630,000 円、「３月平均」

「修正平均」が 210,000 円になります。

 パターン１

備考欄で［備考 ...］ボタンをクリックし、

「その他」欄に変更月とパート区分の

内容を入力します。



　　　　　　　　                    「対象外」の月の支払基礎日数が 17 日以上
4 4

ある場合　　
　　　　　　　　

＜例＞ ６月より「対象（短時間）」に変更した場合

４月 ５月 ６月

パート区分 対象外 対象外 対象（短時間）

支払基礎日数 17 日 17 日 11 日

通貨による額 300,000 円 300,000 円 150,000 円

＜対処方法＞

上記の例では、３ヵ月とも算定基礎の対象となる条件（「対象外」の場合は支払基礎日数が 17 日以上、

「対象（短時間）」の場合は支払基礎日数が 11 日以上）を満たしているため、４月～６月の３ヵ月分

が算定基礎の対象となります。

したがって、以下のように備考欄に変更月とパート区分の内容を入力して、登録してください。

 パターン２

５／７

備考欄で［備考 ...］ボタンをクリックし、

「その他」欄に変更月とパート区分の

内容を入力します。



６／７

　　　　　　　  　　　　　　 「対象（パート）」の月の支払基礎日数が 17 日以上
4 4

ある場合　　
　　　　　　　　

＜例＞ ６月より「対象（短時間）」に変更した場合

４月 ５月 ６月

パート区分 対象（パート） 対象（パート） 対象（短時間）

支払基礎日数 17 日 15 日 11 日

通貨による額 250,000 円 230,000 円 150,000 円

＜対処方法＞

上記の例では、算定基礎の対象となる条件を満たしている６月（「対象（短時間）」の場合は支払基礎

日数が 11 日以上）と、「対象（パート）」の 4 月・５月のうち、パートの特例により支払基礎日数が

17 日以上ある４月と６月の、２ヵ月分が算定基礎の対象となります。

ただし『給与奉行』では、現在の社員情報のパート区分（「対象（短時間）」）によって判定されるため、

支払基礎日数が 11 日以上ある 4 月～ 6 月の３ヵ月分が算定基礎の対象となります。

したがって、以下のように届出用紙の場合は、「総計」「３月平均」「修正平均」（磁気媒体と電子申請

の場合は、「修正平均」だけ）を直接修正し、備考欄に変更月を追記して登録してください。

「対象（パート）」の月の支払基礎日数が 17 日
4 4

ある場合

　　  「対象（パート）」⇒「対象（短時間）」Ｃ

届出用紙の場合は、４月・６月の合計

額を「総計」に、平均額を「３月平均」

「修正平均」に直接入力します。

（磁気媒体と電子申請の場合は、平均額

を「修正平均」だけに直接入力します。）

『給与奉行』では、支払基礎日数が 11 日以上ある

４月～６月が算定基礎の対象と判断されるため、

４月～６月の「総計」が 630,000 円、「３月平均」

「修正平均」が 210,000 円になります。

 パターン１

備考欄で［備考 ...］ボタンをクリックし、

「その他」欄に変更月とパート区分の

内容を入力します。



７／７

　　　　　　　　　　　　　   「対象（パート）」の月の支払基礎日数が 17 日未満
4 4

の場合　　
　　　　　　　　

＜例＞ ６月より「対象（短時間）」に変更した場合

４月 ５月 ６月

パート区分 対象（パート） 対象（パート） 対象（短時間）

支払基礎日数 16 日 15 日 11 日

通貨による額 250,000 円 230,000 円 150,000 円

＜対処方法＞

上記の例では、３ヵ月とも算定基礎の対象となる条件（「対象（パート）」の場合は支払基礎日数が

15 日以上かつ 17 日未満、「対象（短時間）」の場合は支払基礎日数が 11 日以上）を満たしているため、

４月～６月の３ヵ月分が算定基礎の対象となります。

したがって、以下のように備考欄に変更月とパート区分の内容を入力して、登録してください。

 パターン２

備考欄で［備考 ...］ボタンをクリックし、

「その他」欄に変更月とパート区分の

内容を入力します。


